
１　監査実施所属数

２　監査の実施期間

平成２７年９月１１日～平成２８年２月５日

３　監査対象期間

前回対象期間の翌月から今回監査実施日前３か月までの間

４　監査の方法

５　監査結果処理区分

法令等に違反するなど著しく不適切な事務処理等と認められるもの

指摘事項以外で特に改善を要すると認められるもの

６　処理方法

平成２７年度 定例監査実施結果（下期分）

定例監査は、監査対象期間における財務に関する事務及び工事の執行状況について、抽出
の方法により、諸帳簿及び証明書類等を照査するとともに、現地調査、職員からの事情聴取に
より実施した。
　定例監査を効果的に実施するため、重点的に監査を行う事項（以下「重点事項」という。）を
定めて監査を実施しており、今年度は「庁舎等の管理業務及び業務委託契約における長期
継続契約は適切に行われているか。」を重点事項及び行政監査として定例監査と併せて実施
している。

　定例監査結果は、次のとおり区分した。

区　分

合　　　計

指摘事項

指導事項

注意事項

1

意　　見

総務部

かい その他の機関
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不適切な処理の内容が軽易なもので、単純な誤謬に起因すると認められるもの

監査の結果に基づき、組織及び運営の合理化等に資すると認められる事項
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　　指摘事項及び指導事項については、関係機関に対し監査結果を報告し、かつ、これを公
表する。
　また、監査対象機関等に対しては、文書で通知のうえ処理状況の回答を求め、その回答内
容についても公表する。
　注意事項については、監査対象機関等に文書で通知する。
　意見については、監査対象機関に文書で提出する。また、必要があると認められるときは、
監査の結果とともに公表し、その回答内容についても公表する。



７　監査の結果

予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計

1 2 3 5 1 12
27 10 32 21 12 35 1 9 147

9 2 1 9 3 24
0

1 29 10 41 23 13 47 1 17 1 183合　　計

指導事項

意　　見

注意事項

　財務に関する事務及び工事の執行全般については、一部改善を要する事項が認められた
が、それ以外については、概ね適正に処理されていた。
　監査の結果、指摘事項、指導事項、注意事項、意見とした区分の集計は、下表のとおりであ
る。

区　分

指摘事項



８　平成２７年度の定例監査の実施状況

平成２７年度の定例監査の実施状況は、上期公表分（平成27年11月30日発行（山梨県公報

号外第六十八号））と今回の結果を合わせ下表のとおりである。

１）　定例監査箇所一覧表

※参考　平成２６年度監査箇所数

平成２７年度の定例監査対象箇所数は、２６０所属で、前年度と比較して３所属の増となっ
ている。これは組織改正によるものである。

3 3

1 3

警察本部 29 12 41
合　　　計 123 135 2 260

議会事務局 1 1
行政委員会 3 3

企　業　局 2 4 6
教育委員会 9 51 1 61

県土整備部 14 13 27
出　納　局

観　光　部 4 1 1 6
農　政　部 9 12 21

エネルギー局 1 1
産業労働部 7 7 14

福祉保健部 9 18 27
森林環境部 8 5 13

総　務　部 9 3 12
リニア交通局

7

監査箇所 本庁 計

企画県民部 8
知事政策局 5 1 6

15

かい その他の機関

2

その他の機関 計

合　　　計 122 133 2 257
監査箇所 本庁 かい



２）　監査の結果

平成２７年度の定例監査の結果、指摘事項、指導事項、注意事項、意見ごとの区分の

集計は、下表のとおりである。 　

平成27年度実施分　A

予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計

2 4 0 0 0 0 3 0 6 1 16
0 72 23 44 29 34 63 15 11 0 291
0 2 5 9 4 1 16 5 3 0 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 78 28 53 33 35 82 20 20 1 352

平成26年度実施分　B

予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計

0 3 3 3 1 4 2 0 0 4 20
0 68 43 36 26 30 45 11 8 0 267
0 3 5 21 5 2 37 0 3 0 76
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 74 52 60 32 36 84 11 11 4 364

平成27年度と平成26年度との対比（A-B)

予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計

2 1 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 4 1 0 6 ▲ 3 ▲ 4

0 4 ▲ 20 8 3 4 18 4 3 0 24

0 ▲ 1 0 ▲ 12 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 21 5 0 0 ▲ 31

0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1

2 4 ▲ 24 ▲ 7 1 ▲ 1 ▲ 2 9 9 ▲ 3 ▲ 12

９　総括的な意見

指摘事項

指導事項

区分

指摘事項

指導事項

注意事項

意　　見

合　　計

区分

注意事項

合　　計

意　　見

合　　計

区分

指摘事項

指導事項

注意事項

意　　見

　平成２７年度の定例監査においては、昨年度と比較すると指摘事項等の件数は全体で１２件
減少している。昨年度は、各部局ごとに通知等を行い再発防止に向けた取り組みを促した結
果、特に支出について、指導事項が２０件減少した。また、各所属で適切な事務処理に取り組
んだ結果、指摘事項等がなかった所属が１０所属増加し、７０所属となった。
　しかし、年度末及び年度当初の業務が集中する時期に行わなければならない、公有財産に
係る移動報告書や物品に係る貸付調書の未提出・未作成などの事案が相変わらず散見され
た。
　このため、「事務引継ぎマニュアル」を活用するなど、所属単位で体制を整備し、担当者の異
動や新規採用職員の配置に対応できるようにしておく必要がある。
　また、今年度、重点事項とした庁舎等の管理業務については、担当者の法令等の理解不足
から、消防用設備や浄化槽などの定期的な点検等が適切に行われていない所属が見受けら
れた。
　庁舎等の管理業務を所管する所属においては、法令等を遵守した設備・機器点検等を実施
するよう努められたい。
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所属毎の監査結果は、次のとおりである。

監査対象所属 知事政策局 東京事務所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１８日、平成２８年２月２日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 企画県民部 中北地域県民センター

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月１日、１０月２９日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（給与１、契約１）

１）平成２６年分の年末調整に係る所得税還付金(合計39,000円）が、給与資金前渡職員口座に

滞留し、支給が遅延していた。

２）北巨摩合同庁舎一般廃棄物等処理業務委託において、単価契約の契約書に予定数量の記載が

なかった。また、別表（単価表）中の処理単価に単位が記載されていなかった。

（注意事項）１件（契約１）

監査対象所属 企画県民部 峡東地域県民センター

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月１４日、１０月１４日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 企画県民部 峡南地域県民センター

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月１７日、１０月２０日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 企画県民部 峡南地域県民センター（西八代）

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月１１日、１０月２０日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（支出１）

１）人事異動により資金前渡口座の名義変更を行ったものの、NHK受信料の自動口座振替におい

て、支出命令書の支払期日に資金前渡口座から引き落としがされず、口座振替の手続きを改め
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て行ってから引き落としがされるまでの間、同口座に資金が滞留していた。

（注意事項）なし

監査対象所属 企画県民部 富士・東部地域県民センター

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月１６日、１０月２１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（財産１）

１）電気通信施設に係る公有財産の使用許可が同一会社に２件あったが、そのうち１件について、

組織変更に伴う届出が行われていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 企画県民部 総合理工学研究機構

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２２日、１１月２７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（物品１）

１）郵便切手類受払簿が財務規則第２４３条に定める様式となっていなかった。また、受高に記

載誤りがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 企画県民部 富士山科学研究所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月１５日、１１月２０日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（支出１、給与１、契約１）

１）安全運転管理者講習会への参加に要する経費について、公費で支出すべきところ、私費で支

出していた。

２）単身赴任手当の支給額の改定について、単身赴任手当認定簿による認定が行われていなかっ

た。

３）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 企画県民部 県民生活センター

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２５日、平成２８年２月５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（給与１）

１）私用自動車を利用した旅行において、通勤手当相当額との調整が行われておらず、旅費が過

払いとなっているものがあった。
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（注意事項）なし

監査対象所属 リニア交通局 リニア用地事務所

監査対象期間 平成２７年４月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月３０日、１２月１日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 総務部 職員研修所

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２１日、１１月１６日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 総務部 総合県税事務所

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１９日、平成２８年１月１３日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（収入１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

  合計 1,960,365,490 1,609,938,907

鉱区税 6,000 0

自動車税 203,855,679 141,578,991

不動産取得税 92,098,606 66,707,972

法人事業税 51,375,083 44,260,175

個人事業税 31,838,828 22,591,559

法人県民税 23,364,383 17,145,528

直

接

税

個人県民税 1,557,826,911 1,317,654,682

科目 平成26年度決算時 平成27年10月末現在

（注意事項）なし

監査対象所属 総務部 消防学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２６日、１２月１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（財産１）

１）公有財産の使用許可事務において、使用許可期間を更新したものがあったが、公有財産事務

取扱規則第５０条第２項に定める移動報告が行われていないものがあった。

（注意事項）なし
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監査対象所属 福祉保健部 中北保健福祉事務所（本所）

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月１５日、１０月２０日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（収入１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

[一般会計]

①父子福祉資金貸付金償還金

過年度分 先数 2 件 5,718,500 円

[特別会計]

①母子福祉資金貸付金償還金（元金）

  過年度分 80,972,535 円 平成 27 年度分 632,837 円

  合計 先数 155 件 81,605,372 円

②母子福祉資金貸付金償還金（利子）

過年度分 466,948 円 平成 27 年度分 881 円  

合計 先数 20 件 467,829 円

③寡婦福祉資金貸付金償還金（元金）

過年度分 10,058,337 円 平成 27 年度分 24,402 円  

合計 先数 14 件 10,082,739 円

④寡婦福祉資金貸付金償還金（利子）

過年度分  224,837 円 平成 27 年度分 348 円

合計 先数 4 件 225,185 円

⑤母子福祉資金貸付金違約金

過年度分 先数 2 件 41,681 円

（注意事項）２件（給与１、重点事項１）

監査対象所属 福祉保健部 中北保健福祉事務所（峡北支所）

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月１１日、１０月１４日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 福祉保健部 峡東保健福祉事務所

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年６月

監 査 実 施 日 平成２７年９月２４日、１０月２２日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（収入１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

[一般会計]

①父子福祉資金貸付金償還金（元金）

  過年度分 先数 1 件 364,000 円

[特別会計]

①母子福祉資金貸付金償還金（元金）

   過年度分 8,467,956 円 平成 27 年度分 477,606 円  
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   合計 先数 29 件 8,945,562 円

②母子福祉資金貸付金償還金（利子）

過年度分 先数 2 件 172,113 円

③寡婦福祉資金貸付金償還金（元金）

過年度分 1,416,000 円 平成 27 年度分 4,681 円  

   合計 先数 2 件 1,420,681 円

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 峡南保健福祉事務所

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月５日、１１月２５日

監査の結果

（指摘事項）１件（収入１）

１）平成２６年度に支出した生活保護費について、返納要件に該当した交付先に対し、れい入手

続きを行ったが、納期限及び出納整理期間までにれい入されなかった。このため、財務規則第

５４条に定める平成２７年５月１日に現年度の歳入として調定すべきであったが、監査日現

在、調定が行われていないものがあった。（合計 220,562円）

（指導事項）２件（収入１、支出１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

[一般会計]

①生活保護費返還金

過年度分  14,055,087 円 平成 27 年度分  89,307 円

  合計 先数 20 件 14,144,394 円

②住宅手当緊急特別措置事業返還金

  過年度分 先数 1 件 16,200 円

[特別会計]

①母子福祉資金貸付金償還金（元金）

過年度分 4,089,706 円 平成 27 年度分 105,573 円  

  合計 先数 11 件 4,195,279 円

②母子福祉資金貸付金償還金（利子）

過年度分 先数 2 件 87,412 円

③母子福祉資金貸付金違約金

過年度分 先数 1 件 102 円

２）山梨県介助用自動車購入等助成事業補助金について、実績報告書に添付する書類として同交

付要綱に定められている歳入歳出決算（見込）書抄本が提出されていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 富士・東部保健福祉事務所

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月６日、１１月６日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（収入１、給与１、物品１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

[一般会計]

①生活保護費返還金

過年度分 13,675,615円 平成27年度分 2,100,694円
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   合計 先数 17件 15,776,309円

[特別会計]

①母子福祉資金貸付金償還金（元金）

   過年度分 20,272,098円 平成27年度分 644,112円

合計 先数  52件 20,916,210円

②母子福祉資金貸付金償還金（利子）

過年度分 319,262円 平成27年度分 120円

合計 先数10件 319,382円

③寡婦福祉資金貸付金償還金（元金）

   過年度分 2,735,786円 平成27年度分 12,800円

合計 先数5件 2,748,586円

④寡婦福祉資金貸付金償還金（利子）

   過年度分 先数 4件 130,802円

２）児童手当について、次のとおり不適切な事務処理があった。

①児童の監護者の変更について、児童手当事務取扱要領第９条に定める受給事由消滅届の提出

がないまま、職員からの口頭申出により支給終了としていた。

②職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、同要領第５条に定める額改定通知の作成及

び受給者への交付を行っていないものがあった。

３）賃借物品である自動体外式除細動器（AED)について、財務規則第１６８条に定める占有物品

受入調書が作成されていなかった。

（注意事項）１件（契約１）

監査対象所属 福祉保健部 女性相談所

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 福祉保健部 中央児童相談所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月３０日、平成２８年２月４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）２件（給与１、重点事項１）

監査対象所属 福祉保健部 都留児童相談所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２５日、平成２８年１月２７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（収入１、給与１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

児童入所施設等措置費に係る過払い分の返還金  

過年度分 先数 1件 84,280円

２) 旅費の支払いにおいて、目的地の最寄り駅以降の車賃を算定していたため、支給額が過払い



7

となっていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 甲陽学園

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２６日、平成２８年１月２２日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（収入１、給与２、契約１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

児童福祉施設費負担金

過年度分 640,808円  平成27年度分  147,100円  

合計 先数 10件 787,908円

２）非常勤嘱託職員に係る報酬の減額により発生したれい入が、年度内に収納されていなかった。

３）児童手当について、額改定請求書及び職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、児童

手当事務取扱要領第３条第２項及び第５条に定める額改定通知の作成及び受給者への交付を

行っていないものがあった。

４）業務委託契約書に次のとおり不備があった。

①厨房グリストラップ廃棄物収集運搬委託において、数量及び契約保証金に関する記載がな

かった。

②厨房グリストラップ廃棄物処分委託において、数量及び単価が明確になっていなかった。

また、契約保証金に関する記載がなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 こころの発達総合支援センター

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月３０日、平成２８年２月４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（支出１）

１）日本発達心理学会第２６回大会への参加に要する経費については、公費で支出すべきであっ

たが、支出負担行為伺いを作成した後に、資金前渡の手続きを行わなかったことから、私費で

支出されていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 障害者相談所

監査対象期間 平成２６年１１月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２７日、平成２８年１月２１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（支出１、契約１）

１）後納郵便料金について、引落口座の変更の際に「ゆうびんビズカード」の名称を変更した別

のカードを取得したことで変更が完了したと思い込み、「預貯金口座振替・自動払込承認申請

書」を提出しなかったことにより、他所属用の口座から当所の５月分が引落され、他所属の５

月分が振替不能となっていた。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長
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への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 精神保健福祉センター

監査対象期間 平成２６年１１月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２６日、平成２８年１月２１日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 福祉保健部 あけぼの医療福祉センター

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月３日、平成２８年１月２６日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（収入１、契約１、重点事項２）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

①児童福祉施設費負担金

過年度分 1,871,416円 平成27年度分 133,000円

合計 先数 5件 2,004,416円

②あけぼの医療福祉センター使用料

過年度分 3,181,100円 平成27年度分 231,963円

合計 先数 10件 3,413,063円

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。また、長期継続契約を行っている委託契約の契約期

間について、同通知に基づく契約期間とは異なる取扱をしていたが、同通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

３）自動販売機の設置を目的とした県有財産賃貸借契約に係る家屋貸付料について、契約書には、

県が発行する納入通知書により各年度の年額を毎年度４月３０日までに納付するものと規定

されているが、納入通知書の納期限を５月２５日としたことから、契約書に記載された納期限

までに納付されていないものがあった。（合計 64,800円）

４）自動販売機の設置を目的とした行政財産の貸付けについて、公有財産事務取扱規則第５０条

第２項に定める移動報告が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 育精福祉センター

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月２日、平成２８年１月１２日

監査の結果

（指摘事項）１件（契約１）

１）産業廃棄物の運搬・処分等の委託契約は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第６

条の２により、金額等にかかわらず契約書を作成しなければならないが、平成２６年度感染性

廃棄物の運搬・処分については、契約書の作成を省略していた。

（指導事項）２件（収入１、契約１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

①児童福祉施設費負担金



9

過年度分 1,130,396円 平成27年度分 244,620円

合計 先数 15件 1,375,016円

②育精福祉センター使用料

過年度分 349,700円 平成27年度分  13,800円  

合計 先数 2件 363,500円

③雑入

過年度分 1,937円 平成27年度分 42,297円

合計 先数 2件 44,234円

④違約金及び延納利息

過年度分 先数 1件 1,815,336円

２）グリストラップ汲取り清掃に係る産業廃棄物の収集・運搬及び処分に係る委託契約書に次の

とおり不備があった。

①契約金額が記載されていなかった。

②暴力団排除条例関連条項及び契約保証金免除条項が設けられていなかった。

③契約期間が誤って記載されていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 富士ふれあいセンター

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２７日、平成２８年１月２７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（財産１）

１）施設用地に係る借受財産において、平成２７年４月から土地賃借料が変更となったものがあ

ったが、公有財産事務取扱規則第５４条第２項に定める移動報告が行われていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 衛生環境研究所

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２７日、平成２８年１月１９日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 福祉保健部 食肉衛生検査所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 福祉保健部 動物愛護指導センター
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監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月４日、平成２８年１月２８日

監査の結果

（指摘事項）１件（重点事項１）

１）消防法で６か月に１回行うことが義務づけられている消火器等の機器点検が、本来の実施す

べき時期から３か月以上経過した後に行われていた。

（指導事項）なし

（注意事項）なし

監査対象所属 森林環境部 森林総合研究所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月１９日、１１月２０日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（財産１、契約１）

１）公有財産の使用許可事務において、使用許可期間を更新したものがあったが、公有財産台帳

に反映されておらず、台帳の許可期間が更新されていなかった。また、公有財産台帳の記載事

項に変更があったが、同様に公有財産台帳に反映されておらず、台帳の変更事項が修正されて

いないものがあった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。また、通年度で契約すべきところ、年度途中からの

契約となっていたものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 産業労働部 計量検定所

監査対象期間 平成２６年１１月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２１日、１１月２６日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 産業労働部 山梨県工業技術センター

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２２日、１１月２７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 産業労働部 山梨県富士工業技術センター

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２８日、１２月１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）１件（契約１）
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監査対象所属 産業労働部 宝石美術専門学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２２日、１１月２７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 産業労働部 産業技術短期大学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２０日、１１月２６日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（収入１、契約１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

授業料 過年度分 先数 3 件  1,005,000 円

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）１件（物品１）

監査対象所属 産業労働部 峡南高等技術専門校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）１件（契約１）

１）産業廃棄物の運搬・処分等の委託契約は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第６

条の２により、金額等にかかわらず契約書を作成しなければならないが、鉄くず・ガラス等廃

棄物の運搬・処分について、契約書の作成を省略していた。

（指導事項）なし

（注意事項）なし

監査対象所属 産業労働部 就業支援センター

監査対象期間 平成２６年１１月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２２日、１１月２７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（収入１）

１）自動販売機の設置を目的とした県有財産使用料について、収入科目が「その他行政財産使用

料」ではなく、「職員宿舎内行政財産使用料」となっていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 観光部 大阪事務所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１０日、平成２８年２月１日

監査の結果
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指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 農政部 東部家畜保健衛生所

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）１件（給与１）

監査対象所属 農政部 西部家畜保健衛生所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）産業廃棄物収集・運搬委託契約は単価契約であるが、予定数量には廃棄物の総量（ｔ）、単

価には運搬に係る車両1台あたりの単価が記載されており、違約金条項に定められた違約金の

算出ができないものとなっていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 農政部 水産技術センター

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月７日、１１月５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（財産１、重点事項１）

１）取得用地に未登記のものがあった。

過年度分 ５筆

２）平成２６年度本所の浄化槽保守点検清掃業務について、浄化槽保守点検業の登録が更新され

ていない業者と委託契約していた。

（注意事項）なし

監査対象所属 農政部 総合農業技術センター（病害虫防除所）

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２０日、１１月１７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（重点事項２）

１）浄化槽法で２か月に１回以上行うことが義務づけられている浄化槽の保守点検について、３

か月に１回実施する旨の委託契約が行われていたものがあった。

２）自動販売機の設置を目的とした行政財産の貸付け及び電気通信線路の設置を目的とした行政

財産の使用許可において、公有財産事務取扱規則第５０条第２項に定める移動報告が行われて

いないものがあった。

（注意事項）なし
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監査対象所属 農政部 果樹試験場

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監査実施日 平成２７年１０月１３日、１１月１３日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 農政部 畜産試験場

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２１日、１１月２７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（支出１、給与１）

１）日本畜産学会参加に係る経費について、資金前渡の事務手続きを行っていたが、資金前渡日

の前日に私費で支払っていた。その後、経費については、資金前渡日に参加者の口座に振り込

まれ、そのまま精算されていた。

２）児童手当について、職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、児童手当事務取扱要領

第５条に定める額改定通知等の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 農政部 酪農試験場

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月１９日、１１月１７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（収入２、財産１、契約１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

受精卵払い下げ代金 平成 27 年度分 先数 1 件 210,600 円

２）受精卵払い下げ代金について、「山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定め

る督促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていないものがあった。

３）公有財産の使用許可事務において、使用許可期間を更新したものがあったが、公有財産事務

取扱規則第５０条第２項に定める移動報告が行われていなかった。

４）牛の登録等の証明書発行等に係る委託は単価契約であるが、契約書に予定数量の記載がなか

った。

（注意事項）なし

監査対象所属 農政部 専門学校農業大学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月１４日、１１月１１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（物品１、財産１）

１）生産物を売却しているが、平成２７年度分について、財務規則第２３８条に定める生産物出

納簿が作成されていなかった。

２）自動販売機の設置を目的とした行政財産の貸付けに係る賃貸借契約書において、貸付場所の

記載に誤りがあるものがあった。
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（注意事項）なし

監査対象所属 県土整備部 中部横断自動車道推進事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月１３～１５日、１１月２５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（工事１）

１）中部横断自動車道泥之沢川工事用道路３工区改良工事（明許）及び一般県道割子切石線道路

改良工事において、山梨県公共事業ポータルサイトの情報公開サービスで公表されている変更

契約の内容が、変更設計書の内容と一致していなかった。

（注意事項）１件（契約１）

監査対象所属 県土整備部 新環状・西関東道路建設事務所

監査対象期間 平成２６年７月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月７～８日、１１月６日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（収入１）

１）新御坂トンネル天井板撤去関連工事の請負業者が使用した電気使用料金の調定について、仮

設電源の電気料金算定基礎とした電力量料金等の単価が消費税込みであるにもかかわらず、電

力量料金等の単価に使用量を乗じた金額に再度消費税額を加算したため、過大に算定されてい

た。

（注意事項）なし

監査対象所属 県土整備部 広瀬・琴川ダム管理事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２日、１１月１３日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 県土整備部 荒川ダム管理事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２日、１１月１１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）１件（契約１）

監査対象所属 県土整備部 大門・塩川ダム管理事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月６日、１１月１１日

監査の結果
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指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 県土整備部 深城ダム管理事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月５日、１１月６日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 県土整備部 流域下水道事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月７～８日、１１月６日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 中北教育事務所

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年１０月

監査実施日 平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（給与１）

１）複数校を兼務する初任者研修拠点校指導教員の旅費について、過払いとなっていたため、れ

い入を行っていたが、金額の算定に誤りがあり、れい入額が過少となっていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 峡東教育事務所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１１日、１２月２５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）２件（給与１、契約１）

監査対象所属 峡南教育事務所

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（給与１）

１）所得税の扶養控除の対象である扶養親族の数が、平成２６年４月から減少した教員の給与に

ついて、扶養親族数を変更せず、所得税を過少に控除していた。また、年末調整は正しく行わ

れていたが、平成２７年１月以降も扶養親族数を訂正せず、所得税を過少に控除していた。

（注意事項）なし
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監査対象所属 富士・東部教育事務所

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２９日、１２月１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（支出１、給与３）

１）常時所要の経費として有料道路通行料を資金前渡しているが、平成２６年１２月分の精算を

行った際に、繰越額と現金残高の突合を怠ったため、誤った金額の前渡資金精算書で精算され

ており、当月利用分１件が精算漏れとなっていた。また、当該利用分については、財務規則第

７２条第２項に定める期日を超えて精算されていた。

２）明見中学校及び富士見台中学校において、職員の現金支給に係る給与が給与資金前渡職員口

座に滞留し、現金支給が遅延していた。（合計 39,526 円）

３）初狩小学校の林間学校に係る旅費について、不要な旅行雑費を支給していた。

４）スクールカウンセラーの報酬について、通勤手当が過大に支給されていたものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 総合教育センター

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月５日、１２月２１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 図書館

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月４日、平成２８年２月３日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（物品１）

１）図書等の管理において不明・未返却資料が、次のとおり認められた。                     

①不明資料                     

  平成24年度  352点               

  平成25年度   82点                

  平成26年度   39点               

  平成27年度 76点  合計 549点                      

②未返却資料                    

  平成24年度 68点(75点)              

  平成25年度 57点(71点)            

  平成26年度 147点(3,408点)           

  平成27年度 4,509点(311点)  合計 4,781点

※（）内は、平成２６年１２月１０日時点の未返却資料。平成２７年度（）内は、未返却資料

のうち返却期限が８月３１日以前のもの（平成２７年１２月４日時点で３回目の月末督促の

対象になったもの）。
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（注意事項）なし

監査対象所属 美術館

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１０日、平成２８年１月７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 博物館

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１２日、１２月２１日

監査の結果

（指摘事項）１件（予算１）

１）平成２７年３月２８日から５月１８日に開催された企画展の協定書において、債務負担行為

の設定等をしないまま、２か年度にわたり負担金を支払う内容となっていた。このため、協定

書に記載された平成２７年度分の負担金の欄が「平成２７年度当初予算額」と記載されており、

金額が表示されていなかった。

（指導事項）３件（給与２、契約１）

１）扶養手当の支給終了に係る認定について、事実の生じた日が月の初日である場合は、支給の

終期は前月までとなるが、終期を当月までとしたため、過払いとなっていた。また、当該扶養

者の認定取消に係る扶養親族届が未提出にもかかわらず、扶養手当の支給を終了していた。

２）非常勤嘱託職員の給与に係る社会保険料の算定に誤りがあり、控除額が過少となっていた。

３）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）１件（給与１）

監査対象所属 考古博物館（埋蔵文化財センター）

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月２日、平成２８年１月２２日

監査の結果

（指摘事項）１件（その他１）

１）給与に関する事務や物品に関する事務等、財務に関する事務について、指導事項に該当する

不適切な事務処理が多数あった。

指導事項 ５件（給与１、物品３、財産１）

①ＪＲ 使用による旅費において、往復同一区間でかつ片道６０１㎞以上の乗車賃に対し、往

復割引の適用をしていないものがあった。

②平成２６年１０月に購入した切手について、財務規則第２４３条に定める郵便切手類受払簿

に記載されていなかった。また、郵便切手類受払簿が同規則で定められた様式となっていな

かった。

③財務規則第１５１条関係運用通知に基づく備品の現品確認について、一部帳簿と現品が一致

していないものがあった。

④賃借物品である風土記の丘研修センター電子複写機外２件について、財務規則第１６８条に

定める占有物品受入調書が作成されていなかった。

⑤ 公有財産の使用許可において、公有財産事務取扱規則第５０条第２項に定める移動報告が
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行われていないものがあった。

（注意事項）１件（重点事項１）

監査対象所属 文学館

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１０日、平成２８年１月２９日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 北杜高等学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

  

監査対象所属 韮崎高等学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 韮崎工業高等学校

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２８日、１２月２４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（収入１、物品１、契約１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

授業料 過年度分 先数 1 件 39,600 円

２）外国語指導助手に貸付けている寝具一式について、財務規則第１６１条に定める物品貸付調

書が作成されていなかった。

３）長期継続契約を行っている委託契約の契約期間について、「山梨県長期継続契約を締結する

ことができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく契約期間とは異なる取扱をし

ていたが、同通知に基づく出納局長への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし
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監査対象所属 甲府第一高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）１件（重点事項１）

１）消防法で６か月に１回行うことが義務づけられている消防用設備等のうち、連結送水管（消

防用設備）の機器点検・総合点検が実施されていなかった。また、連結送水管の耐圧試験は３

年に１回行うこととされているが、本来の実施すべき時期から１年以上経過した後に行われて

いた。

（指導事項）３件（給与２、契約１）

１）バスを利用して通勤する者の通勤手当額については、６か月定期券とバスICカード回数券を

利用する場合を比較し、安価な利用方法による金額で認定することとなっているが、算出額の

誤りにより、過大に支給されていた。

２）臨時職員の特別賃金に係る「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を年金事務所に

提出しなかったため、７月の特別賃金から控除していた社会保険料（合計21,672円）が、雑部

金に滞留していた。

３）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 甲府西高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（契約２）

１）校舎内廃棄物処理業務委託は単価契約であるが、契約書に予定数量の記載がなかった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 甲府南高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１７日、平成２８年１月１４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（物品１、契約１）

１）財務規則第１５１条関係運用通知に基づく備品の現品確認について、物品出納員への報告は

されていたが、一部帳簿と現品が一致していないものがあった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし
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監査対象所属 甲府東高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（収入２）

１）日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金について、５月に調定を起案していたが、

決裁途中で差し戻しを受けた後、直ちに調定を修正すべきであったが、修正が１０月と大幅に

遅延していた。

２）学校施設開放における照明施設電気料の収入未済について、「山梨県税外収入の督促及び滞

納処分に関する規則」に定める督促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていないものが

あった。

（注意事項）なし

監査対象所属 甲府工業高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２０日、平成２８年１月１４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（収入２、給与１、物品１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

行政財産使用料 平成27年度分 先数1件 100,940円

２）行政財産使用料について、「山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定める督

促状の発付が行われていなかった。

３）児童手当について、職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、児童手当事務取扱要領

第５条に定める額改定通知の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。

４）財務規則第１５１条関係運用通知に基づく備品の現品確認について、十分な確認が行われて

おらず、物品出納員への報告もなかった。また、一部帳簿と現品が一致していないものがあっ

た。

（注意事項）１件（給与１）

監査対象所属 甲府城西高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２０日、平成２８年２月５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（給与３、契約１）

１）入試前日（入試問題保管業務）及び採点前日（解答保管業務）の宿直勤務について、宿日直

手当が支給されていなかった。

２）児童手当について、次のとおり不適切な事務処理があった。

①職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、児童手当事務取扱要領第５条に定める額改

定通知等の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。

②現況届の取扱者欄に押印がなかった。

③受給者台帳に現況届の審査結果に係る事項が記載されていなかった。

３）期間採用教員に係る社会保険料について、資格喪失日を誤って届け出たため、納付額が過大

となっていた。

４）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期
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継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 甲府昭和高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（給与１、物品１、契約１）

１）全国大会の引率に係る旅費において、宿泊に要する経費として室料相当分及び夕・朝食代相

当分を支給していたが、宿泊料に朝食代が含まれており、朝食代に相当する経費が過大に支給

されていた。

２）平成２７年３月に購入した官製はがきについて、財務規則第２４３条に定める郵便切手類受

払簿に記載されていなかった。

３）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 農林高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（支出１、契約１、重点事項１）

１）安全運転管理者に対する講習の受講に要する経費について、公費で支出していなかった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

３）自動販売機の設置を目的とした行政財産の貸付けについて、公有財産事務取扱規則第５０条

第２項に定める移動報告が行われていなかった。

（注意事項）１件（契約１）

監査対象所属 巨摩高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（物品１、財産１）

１）物品の購入において、物品要求書の限度額欄に消費税に相当する金額が含まれていなかった

ため、当該限度額を超えた支払いを行っていた。

２）送電線の線下敷に係る行政財産使用料の算定において、当該土地の１ｍ2当たりの価格（１

円未満切り捨て）を算出後に阻害率を乗じるべきところ、公有財産台帳の土地総額に阻害率を

乗じて１ｍ2当たりの価格を算出したため、調定額が過小になっていた。

（注意事項）なし
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監査対象所属 白根高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１７日、平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（支出１、財産１）

１）電話料金と水道料金の公共料金資金前渡口座からの振替を目的とした支出命令において、振

替日を支払日に指定していなかった。また、水道料金の支出命令が遅れたため、先に入金され

ていた電話料金から水道料金が振替となり、電話料金は、水道料金から振替えられていた。

２）借受財産（散水施設用地）について、借受料が改定されていたが、山梨県公有財産事務取扱

規則第５４条第２項に定める移動報告が行われていなかった。

（注意事項）１件（契約１）

監査対象所属 増穂商業高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１７日、平成２８年１月８日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（物品１、契約１）

１）備品の管理において、既に棄却されていながら、財務規則第１５９条に定める物品返納書及

び同規則第１６４条第２項に定める物品棄却調書が作成されていないものがあった。また、物

品返納書は作成されていたが、物品棄却調書が作成されていないものがあった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 市川高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 峡南高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１３日、平成２８年１月８日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（収入１、給与２）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

授業料 過年度分 先数3件 233,800円

２）源泉所得税額を控除して支払われた防災アドバイザー講師に係る旅費のれい入に伴い生じた

源泉所得税の還付金について、収入科目を「取消控除金」とすべきところ「俸給・給料等」と

していた。また、当該還付金について、雑部金から旅費へ更正が行われていなかった。

３）児童手当について、職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、児童手当事務取扱要領
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第５条に定める額改定通知の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 身延高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１３日、１２月２４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）３件（収入１、給与１、物品１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

行政財産使用に伴う電気料等 過年度分 先数 1件 158,589円

２）児童手当の支給開始時期に誤りがあり、翌年度に支給されていた。

３）外国語指導助手に貸付けている寝具一式について、財務規則第１６１条に定める物品貸付調

書が作成されていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 笛吹高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１０日、平成２８年１月２９日

監査の結果

（指摘事項）１件（収入１）

１）平成２６年度の生産物の売払及び売払代金の納入業務について、次のとおり不適切な事務処

理があった。

①生産物の売払及び売払代金の納入業務を購買に行わせるためには、委託販売契約を締結すべ

きであったが、校長から購買の代表者への委任通知に基づき行っていた。

②購買は、当該月分の売払実績を集計して速やかに校長に報告することとされていたが、平成

２６年１０月から平成２７年１月分の報告について催促を行わなかったため、報告が３月末

と遅くなり、調定ができず売払代金の収納が遅延していた。（合計 2,193,510円）

（指導事項）３件（給与１、物品１、契約１）

１）平成２７年２月に退職した代替教員の社会保険料について、前月に過大に控除していたもの

が、返還処理されていないものなど、社会保険料に係る雑部金の出納に誤りがあり、残額が過

大となっていた。また、平成２７年３月末の雑部金（社会保険料）の残額に誤りがあったが、

そのまま繰越されていた。

２）図書備品の購入において、物品要求が１か月に５回行われ、全て同一業者から購入しており、

まとめて契約すべきものを分割して発注していた。

３）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）１件（物品１）

監査対象所属 日川高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。
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監査対象所属 山梨高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

（指摘事項）１件（重点事項１）

１）消防法で６か月に１回行うことが義務づけられている消防用設備等のうち、自動火災報知機

器等の点検は実施されていたが、消火器等の機器点検について、本来の実施すべき時期から３

か月以上経過した後に行われていた。

（指導事項）２件（物品１、契約１）

１）外国語指導助手に貸付けている寝具一式及び電気炊飯器について、財務規則第１６１条に定

める物品貸付調書が作成されていなかった。

２）自動火災報知設備保守点検業務委託において、契約書に定める委託概要書が添付されていな

いものや点検内容が明確になっていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 塩山高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１０日、１２月２１日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）５件（収入１、給与１、物品２、契約１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

授業料 過年度分 先数 1件 133,300円

２）児童手当について、職権に基づき支給額の改定処理を行っているが、児童手当事務取扱要領

第５条に定める額改定通知の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。

３）公用車の管理について、自動車管理要領に定める運転者名簿及び自動車使用簿が作成されて

いなかった。

４）外国語指導助手に貸付けている寝具一式について、財務規則第１６１条に定める物品貸付調

書が作成されていなかった。

５）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 都留高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（収入１、給与２、契約１）

１）行政財産使用許可に係る電気料の収入未済について、「山梨県税外収入の督促及び滞納処分

に関する規則」に定める督促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていないものがあった。

また、債権管理について、「山梨県債権回収及び処理マニュアル」に定める様式に準じた延滞

債権管理簿が作成されていなかった。

２）JR使用による県外旅費の支給において、旅費条例第８条では「経済的かつ合理的な通常の経

路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。」と定められているが、合理的な理由

がないにもかかわらず、運賃が高い経路で支給されているものがあった。
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３）宿泊を伴う出張に係る旅費において、宿泊料に夕食代に相当する経費を加算していたが、算

定額に誤りがあり、支給が過大となっているものがあった。

４）一般廃棄物運搬業務委託契約は単価契約であるが、単価が記載されていなかった。また、違

約金条項の記載が単価契約のものとなっていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 上野原高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月４日、平成２８年１月１５日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 谷村工業高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 桂高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（財産１）

１）取得用地に未登記のものがあった。

過年度分 １筆

（注意事項）なし

監査対象所属 都留興譲館高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 吉田高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月６日、１２月２２日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（給与１、契約１）

１）四輪自動車を使用する者の通勤手当の認定において、「一般に利用しうる最短の経路の長さ」

と認められない距離を通勤距離としたため、通勤手当が過払いとなっているものがあった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期
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継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 富士北稜高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月６日、平成２８年１月２７日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）４件（収入２、支出１、物品１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

授業料 平成 27 年度分 先数 4 件 89,100 円

２）授業料の収入未済について、「山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定める

督促状の発付が行われていなかった。

３）３万円未満の寝具一式を購入する際の支出科目について、消耗品費とすべきところ備品購入

費として処理されていた。

４）外国語指導助手に貸付けている寝具一式について、財務規則第１６１条に定める物品貸付調

書が作成されていなかった。

（注意事項）１件（給与１）

監査対象所属 富士河口湖高等学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（給与１、契約１）

１）代替職員の現金支給に係る給与が給与資金前渡職員口座に滞留し、現金支給が遅延していた。

（合計 196,391 円）

２）除雪業務委託は単価契約であるが、契約書に予定数量の記載がなかった。

（注意事項）１件（給与１）

監査対象所属 中央高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２０日、平成２８年１月１９日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 ひばりが丘高等学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月６日、１２月２２日

監査の結果



27

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（収入２）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

教員宿舎入居料 平成27年度分 先数1件 19,340円

２）教員宿舎入居料について、「山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定める督

促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていなかった。また、債権管理について、「山梨

県債権回収及び処理マニュアル」に定める延滞債権管理簿が作成されていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 盲学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１８日、平成２８年１月２８日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（重点事項１）

１）自動販売機の設置を目的とした県有財産土地賃貸借契約に係る土地貸付料について、契約書

には、県が発行する納入通知書により各年度の年額を毎年度４月３０日までに納付するものと

規定されているが、納入通知書の発行が遅延し、５月になったことから、当該納期限までに納

付されていなかった。（合計 157,002円）

（注意事項）なし

監査対象所属 ろう学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月４日、１２月２１日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 甲府支援学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 あけぼの支援学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月２５日、平成２８年１月２６日

監査の結果

（指摘事項）１件（重点事項１）

１）浄化槽に係る日常の保守点検は実施されていたものの、浄化槽法第１１条に定める定期検査

（指定検査機関：山梨県浄化槽協会）について、下水道への接続工事の実施に伴い、平成２５

年１２月に営繕課より、上記定期検査結果の提出を求められ、これまで検査を受けていないこ

とを認識したことから、直ちに検査を実施すべきであった。しかしながら、平成２７年８月に

下水道へ接続されるまでの間、当該検査が実施されていなかった。

（指導事項）１件（契約１）
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１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）１件（給与１）

監査対象所属 わかば支援学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１８日、平成２８年１月１２日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 やまびこ支援学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

（指摘事項）１件（重点事項１）

１）浄化槽法で２週間に１回行うことが義務づけられている浄化槽の保守点検について、７か月

間実施されていなかった。

（指導事項）１件（物品１）

１）エアートランポリンと卓上手織り機をまとめて購入する際に、２社による見積合わせを行っ

ているが、１社の見積書の提出が購入した業者からの請書の提出日より後の日付になってお

り、適切な見積合わせが行われていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 富士見支援学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年１０月

監 査 実 施 日 平成２８年１月７日

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 ふじざくら支援学校

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

（指摘事項）１件（契約１）

１）昨年度の定例監査において、産業廃棄物処分に係る契約の違約金条項の記載が単価契約のも

のとなっていなかったことについて、指導事項となっていた。今年度の監査においても車両用

燃料の供給に係る契約の違約金条項の記載が単価契約のものとなっておらず、昨年度指導事項

としたことが改善されていなかった。

（指導事項）１件（契約１）

１）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし
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監査対象所属 かえで支援学校

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月５日、１２月１８日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（財産１、契約１）

１）電柱敷に係る行政財産の使用許可において、許可期間が１年を超えている場合には、許可指

令書に使用料改定の規定を付け加えることとされているが、規定されていなかった。

２）長期継続契約の対象となる委託契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期

継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長

への協議が行われていないものがあった。

（注意事項）なし

監査対象所属 高等支援学校桃花台学園

監査対象期間 平成２７年４月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１８日、平成２８年１月１３日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（契約１）

１）給食準備・片付け業務委託契約は単価契約であるが、契約書に単価の記載がなく、契約金額

が総額表示となっていた。

（注意事項）なし

監査対象所属 甲府警察署

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２７日、１２月１８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 南甲府警察署

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 南アルプス警察署

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１１日、１２月２４日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）１件（契約１）
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監査対象所属 韮崎警察署

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 北杜警察署

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月３０日、１２月２４日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 鰍沢警察署

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 南部警察署

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月４日、１２月２日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）１件（物品１）

１）賃借物品である自動車保管場所管理システム端末等について、再リースを行っているが、財

務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び払出調書が作成されていなかった。

（注意事項）なし

監査対象所属 笛吹警察署

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 日下部警察署

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年８月

監 査 実 施 日 平成２７年１１月１２日、１２月２５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）なし

（注意事項）１件（財産１）
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監査対象所属 富士吉田警察署

監査対象期間 平成２６年８月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 大月警察署

監査対象期間 平成２６年９月～平成２７年９月

監 査 実 施 日 平成２７年１２月８日

監査の結果

指摘事項、指導事項、注意事項に該当するものは、なかった。

監査対象所属 上野原警察署

監査対象期間 平成２６年１０月～平成２７年７月

監 査 実 施 日 平成２７年１０月２９日、平成２８年１月１５日

監査の結果

（指摘事項）なし

（指導事項）２件（重点事項２）

１）浄化槽法で義務づけられている警察署や駐在所などに設置された浄化槽の保守点検が、法令

で定める期間を超えて実施されていた。

２）消防法で６か月に１回行うことが義務づけられている消防用設備等の機器点検が、本来の実

施すべき時期から２か月以上経過した後に行われていた。

（注意事項）なし


